
和光市選挙管理委員会会議録

開 催 日 時 平成３１年２月１日
午前１１時００分開会

午前１１時５５分閉会

開 催 場 所 市役所６階 ６０２会議室

議案第２号

議案第３号

議案第４号

議案第５号

議案第６号

議案第７号

議案第８号

議案第９号

議案第１０号

議案第１１号

議案第１２号

議案第１３号

議案第１４号

議案第１５号

議案第１６号

議案第１７号

議案第１８号

議案第１９号

議案第２０号

議案第２１号

議案第２２号

議案第２３号

議案第２４号

議案第２５号

議案第２６号

議案第２７号

＜通常議案＞

在外選挙人名簿の登録及び登録の移転について

＜埼玉県議会議員一般選挙関連議案＞

登録の移替えの延期を定めることについて

投票所の場所の指定について

期日前投票所の指定について

選挙長の推薦について

選挙長の職務代理者の推薦について

選挙会の日時及び場所の決定について

投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について

選挙事務従事者の委嘱について

啓発宣伝計画の決定について

期日前投票所を開く時刻の繰下げについて

＜和光市議会議員一般選挙関連議案＞

投票所の場所の指定について

期日前投票所の指定について

選挙長の選任について

選挙長の職務代理者の選任について

開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について

選挙会の日時及び場所の決定について

投票所における候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う 日時及び場所の決定について

立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について

和光市議会議員一般選挙に用いる投票用紙の色の決定について

和光市市議会議員一般選挙に用いる不在者投票用封筒の公印刷り込みについて

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定めることについて

選挙従事者の委嘱について

啓発宣伝計画の決定について

選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について

期日前投票所を開く時刻の繰下げについて



出

席

者

委 員 長 浪 間 曻

委 員 庄 子 ミ エ

委 員 鳥 飼 孝 行

主 幹 丸 山 洋 司

主 事 松 尾 拓 真

発 言 者 議 事

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

委員長（浪間）

職務代理（庄子）

ただいまから選挙管理委員会を開催します。

本日の議案は２６件でございます。議案第２号在外選挙人

名簿の登録及び登録の移転についてを議題といたします。

事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第３号登録の移替えの延期を定めることについて

を議題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第４号投票所の場所の指定についてを議題といたし

ます。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第４号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第５号期日前投票所の指定についてを議題といたし

ます。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第５号は原案のとおり可決いたしました。

次の議案は地方自治法第１８９条第２項の規定により当事者

は除斥されるため、退席いたしますので庄子職務代理に議事の

進行を願います。

（退席）

委員長に代わり議事を進行いたします。議案第６号選挙長の

推薦についてを議題といたします。事務局から議案の説明をお



事務局（松尾）

職務代理（庄子）

委員（全員）

職務代理（庄子）

委員長（浪間）

職務代理（庄子）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）

委員長（浪間）

願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第６号は原案のとおり可決いたしました。

再び議事の進行を務めさせていただきます。続いての議案は

地方自治法第１８９条第２項の規定により当事者は除斥され

るため、庄子職務代理は退席願います。

（退席）

次に議案第７号選挙長の職務代理者の推薦についてを議題

といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第７号は原案のとおり可決いたしました。再

び庄子職務代理に議事に参加していただきます。

次に議案第８号選挙会の日時及び場所の決定についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第８号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第９号投票所における候補者氏名等掲示の順序を

定めるくじを行う日時及び場所の決定についてを議題といた

します。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第９号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１０号選挙事務従事者の委嘱についてを議題と

いたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１０号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１１号啓発宣伝計画についてを議題といたしま

す。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。



委員（全員）

委員長（浪間）

事務局（松尾）
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委員長（浪間）

委員（全員）

異議なし。

それでは、議案第１１号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１２号期日前投票所を開く時刻の繰下げについ

てを議題といたします。事務局から議案の説明をお願いしま

す。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１２号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１３号投票所の場所の指定についてを議題とい

たします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１３号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１４号期日前投票所の指定についてを議題とい

たします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１４号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１５号選挙長の選任についてを議題といたしま

す。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１５号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１６号選挙長の職務代理者の選任についてを議

題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１６号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１７号開票の事務を選挙会の事務に併せて行う

ことの決定についてを議題といたします。事務局から議案の説

明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。
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事務局（松尾）

それでは、議案第１７号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１８号選挙会の日時及び場所の決定についてを

議題といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１８号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第１９号投票所における候補者氏名等掲示の順序

を定めるくじを行う日時及び場所の決定についてを議題とい

たします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第１９号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２０号立候補届出の受付場所及び受付順序の決

定方法についてを議題といたします。事務局から議案の説明を

お願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２０号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２１号和光市議会議員一般選挙に用いる投票用

紙の色の決定についてを議題といたします。事務局から議案の

説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２１号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２２号和光市議会議員一般選挙に用いる不在者

投票用封筒の公印刷り込みについてを議題といたします。事務

局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２２号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２３号選挙運動従事者及び労務者に対する実費

弁償の最高額及び報酬の最高額を定めることについてを議題

といたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）
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委員長（浪間）
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いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２３号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２４号選挙事務従事者の委嘱についてを議題と

いたします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２４号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２５号啓発宣伝計画の決定についてを議題とい

たします。事務局から議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２５号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２６号選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行

う日時及び場所の決定についてを課題といたします。事務局か

ら議案の説明をお願いします。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２６号は原案のとおり可決いたしました。

次に議案第２７号期日前投票所を開く時刻の繰下げについ

てを課題といたします。事務局から議案の説明をお願いしま

す。

（議案朗読及び説明）

いかがですか。

異議なし。

それでは、議案第２７号は原案のとおり可決いたしました。

議事はすべて終了しました。

本日の次第で、その他の事項はありますか。

先日の成人式で、和光市明るい選挙推進協議会で選挙の啓発

をしました。対象者となる新成人は８７５名で、その内の５３

１名が出席しました。標語入りのボールペンを５３１名に配布

し、有権者ノートという選挙の豆知識や投票の仕方、情報集め

の仕方などが書かれている小冊子を設置しました。

今年は選挙が多いので、若い方に是非多くの選挙に行っても

らいたいですね。連絡事項は以上ですか。それでは、本日の委

員会を終了します。



委員会の次第は上記のとおりである。

平成３１年 ３月 １日

委員長 ○印

委 員 ○印

委 員 ○印


